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議案第１０８号 

    職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和元年１１月２８日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の退職手当に関する条例（昭和３５年板橋区条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 

  付則に次の３項を加える。 

 （令和２年１月１日から同年３月３１日までの間に退職する者の退職手

当の基本額に係る経過措置） 

 １４ 令和２年１月１日から同年３月３１日までの間（以下「特定期間」 

という。）に退職し、第６条第１項及び第７条第１項の規定の適用を 

受ける者に対して支給する退職手当の基本額に係るこれらの規定に規 

定する退職日給料月額については、職員の給与に関する条例の一部を 

改正する条例（令和元年板橋区条例第 号。以下「一部改正給与条例」

という。）及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例（令和元年板橋区条例第 号。以下「一部改正幼稚園教育職員給 

与条例」という。）による改正がなかつたものとみなした場合におけ 

るその者の退職日給料月額とする。 

 １５ 特定期間に退職し、第７条の４第１項の規定の適用を受ける者（ 

同項各号の規定により、第５条の規定により計算することとなる者を 

除く。）に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退 

職日給料月額及び特定減額前給料月額については、一部改正給与条例 

及び一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかつたものとみ 

なした場合におけるその者の退職日給料月額及び特定減額前給料月額 

とする。 

 １６ 特定期間に退職し、第９条第２項の規定の適用を受ける者（同項
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の規定により、第５条の規定により計算することとなる者を除く。）

に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職時に受

けていた教職調整額の額については、一部改正幼稚園教育職員給与条

例による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職時

に受けていた教職調整額の額とする。 

     付 則 

   この条例は、公布の日から施行する。 

     

（提案理由） 

 令和２年１月１日から同年３月３１日までの間に退職する職員の退職

手当の基本額に係る特例措置について定める必要がある。 


